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電波法第２６条の２

平成20年3月5日現在において、770MHz以下の周波数を利用する無線局

無線局数 約35.2万局 （全国約336.8万局）
免許人数 約17.7万人 （全国約164.3万人）

免許人数、無線局数、通信量、具体的な使用実態、電波有効利用技術の
導入状況、他の電気通信手段への代替可能性 等

全国１１の総合通信局等の管轄ごとに、次の調査を実施
① 総合無線局管理ファイルを活用して、免許人数・無線局数等の集計・分析
② 免許人に対して、無線局の使用実態や電波の有効利用技術の導入状況等を

質問し、その回答を集計・分析

（１）目 的： 技術の進歩に応じた電波の最適な利用を実現するため、次に掲げる周波数
帯ごとに、おおむね３年を周期として電波の利用状況を調査、電波の有効利
用の程度を評価する。

この評価結果を受けて、周波数割当計画の作成・改正を実施。

・770MHz以下のもの
・770MHz超え3.4GHz以下のもの
・3.4GHz超えるもの

（２）根拠条文：

（３）調査対象：

（４）調査対象：

（５）調査事項：

（６）調査方法：

「平成20年度電波の利用状況調査」の概要

平成20年度電波の利用状況調査の概要

（各周波数区分毎の合算値）

１



調査結果・評価結果の取りまとめ方

免許情報を管理する総合無線局監理システムデータベース及び免許人から提出された個々の無線局に関する報告結果を、
電波利用システムごとに集計し、さらに類似する電波利用システムを電波利用システムグループとして集計するとともに、
全国及び１１の総合通信局等管内の地域ごとに分類。

類似する電波利用シス
テムを電波利用システ
ムグループにまとめる

電波利用システムグループごと、全
国及び各地域ごとに分類し、５つの
周波数単位で結果を取りまとめ

利用する周波数
に応じて５つの
周波数区分に分
類

平成20年度電波の利用状況調査の概要

770MHz以下の

周波数を利用す
る無線局の情報

ガス事業用無線(固定局)400MHz
ガス事業用無線(基地局・携帯基地局)400MHz
ガス事業用無線(陸上移動局・携帯局)400MHz
列車無線（固定局）400MHz
列車無線（基地局・携帯基地局）400MHz
列車無線（陸上移動局・携帯局）400MHz
電気事業用無線(固定局)400MHz
電気事業用無線(基地局・携帯基地局)400MHz
電気事業用無線(陸上移動局・携帯局)400MHz

・・・

電波利用システム
（調査結果・評価結果に活用：全309システム）

船舶無線(海岸局)350MHz
船舶無線(船舶局・特定船舶局)400MHz
マリンホーン(基地局・携帯基地局)350MHz
マリンホーン(陸上移動局・携帯局)350MHz

陸上・自営（主に公共分野）

海上・船舶通信

電波利用システムグループ
（評価結果に活用：全20グループ）

「陸上・防災」、「陸上・自営（主に公共分野）」、「陸
上・放送」、「陸上・放送事業」、「陸上・測位」、「陸上・
その他」、「陸上・電気通信業務」、「海上・測位」、「海
上・その他」、「航空・測位」、「航空・航空通信」、「航
空・その他」、「衛星・電気通信業務」、「衛星・その
他」、「その他・免許不要」、「その他・電波天文」、「そ
の他・ＩＳＭ」、「その他・その他」

類
似
電
波
利
用
シ
ス
テ
ム
を
グ
ル
ー
ピ
ン
グその他の電波利用システムグループ

周波数区分
（全５区分）

船舶及び航空機の安全な航行に不可欠な無線通信システム
による使用が主体となっている帯域

26.175MHz以下

小型船舶による船舶通信等の近距離通信システムによる使
用が主体となっている帯域

26.175MHz超 50MHz以下

見通し外通信にも使用できる超短波(VHF) 帯の伝搬特性を

利用した、比較的遠距離の移動通信システム及び放送による
使用が主体となっている帯域

50MHz超 222MHz以下

船舶及び航空機の安全な航行に不可欠な無線通信システム、
防災用デジタル無線システム及び電気通信業務用ページャ
ーシステムによる使用に限定された帯域

222MHz超 335.4MHz以下

この周波数帯は、極超短波(UHF) 帯の伝搬特性を利用した、
移動通信システム及び放送による使用が主体となっている帯域

335.4MHz-770MHz以下

・・・

無線局の目的・通信
事項等により電波利
用システムに分割

・・・

２



Ｈ１７ Ｈ２０ Ｈ１７ Ｈ２０ Ｈ１７ Ｈ２０ Ｈ１７ Ｈ２０ Ｈ１７ Ｈ２０

アマチュア局 43802 34829 43796 34900 56,495 45,471 0 0 53,489 43,405

簡易無線局 0 0 0 0 20,504 17,514 0 0 30,802 33,841

アマチュア局・

簡易無線局以外
1,082 969 14,553 12,254 61,936 54,973 326 392 76,347 73,182
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【770MHz以下の無線局数】

調査結果及び評価結果の概要（770MHz以下の全体の経年比較）

平成20年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果

＜周波数区分別無線局数（九州）＞

３

26.175MHz以下
335.4MHz超
770MHz以下

50MHz以下
26.175MHz以下

222MHz超
335.4MHz以下

50MHz超
222MHz以下

凡
例

アマチュア局・簡易無線局以外

アマチュア局

簡易無線局

本周波数帯は、多種多様な無線システムに利用されるとともに、周波数区分によって使用条件が異なっており、一概に周波数区分ご

との利用状況を比較することは難しいが、各周波数区分とも全体としては適切に利用されていると評価できる。

調査対象周波数帯の平成17年度と平成20年度の無線局数を比較すると、アマチュア局は大きく減少しているが、アマチュア局を除く

とほぼ横ばいの状況。



北海道 東北 関東 信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄

平成17年度 32,460 39,038 83,349 16,454 10,540 46,273 48,334 30,616 16,089 44,884 1,672 

平成20年度 23,507 33,227 72,064 13,013 8,679 37,559 39,903 23,730 12,623 35,798 1,392 
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（無線局数）

調査結果及び評価結果の概要 （周波数区分 26.175MHz以下）

平成20年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果

【26.175MHz 以下】

＜総合通信局別無線局数＞ ＜用途別無線局数（九州）＞

【評価】

無線局数は減少傾向にあるものの、これらの電波利用システムの重要性から判断すると適切に利用されていると認められる。

４

陸上・その他

【アマチュア無線等】

34,847局

実験局等 1,523局

海上・船舶通信【船舶無線】

564局

海上・測位【ラジオ・ブイ等】

233局

陸上・放送【中波放送等】

100局

陸上・自営【主に公共分野】

15局

航空・航空通信【航空無線】

9局

その他 10局

その他 34

【現状等】

本周波数帯は、陸上、海上及び航空の各分野において、中波・短波放送、航空通信システム、船舶通信システム及び海上測位シス

テム（ラジオブイ、海上ビーコン等）等の様々な重要な電波利用システムに利用されるとともに、アマチュア無線にも広く利用されている。



北海道 東北 関東 信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄

平成17年度 39,510 45,039 87,743 17,587 12,627 52,506 54,462 36,347 21,928 58,349 2,652 

平成20年度 31,201 39,168 76,373 14,097 10,576 43,392 46,149 28,799 17,745 47,154 2,345 
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（無線局数）

調査結果及び評価結果の概要 （周波数区分26.175MHz以上50MHz以下）

平成20年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果

【26.175MHz超 50MHz以下】

＜総合通信局別無線局数＞ ＜用途別無線局数（九州）＞

【評価】

無線局数は減少傾向にあるものの、これらの電波利用システムの重要性から判断すると適切に利用されていると認められる。

27MHz帯簡易無線の廃止

→ 同帯域の簡易無線の開設局数は０局であり、今後も開設される見込みがないことから当該システムに係る周波数分配の削除等

が適当。５

陸上・その他

【アマチュア無線等】

34,901局

海上・船舶通信

【船舶無線】

11,964局

陸上・自営（公共分野以外）

【一般業務用無線等】

77局

陸上・自営（主に公共分野）

【電気通信事業運営用無線等】

75局

海上・測位【ラジオ・ブイ】

75局

海上・その他

【魚群探知テレメーター】

74局

陸上・放送事業

【放送連絡用無線等】

58局

その他4局

その他211

【現状等】

・本周波数帯は、船舶通信システム等の重要な電波利用システムに利用されるとともに、アマチュア無線にも広く利用されている。

・九州は「海上・船舶通信」の無線局が多く、全国比率で21.4％を占めている。



調査結果及び評価結果の概要 （周波数区分50MHz超222MHz以下）

【50MHz超 222MHz以下】

＜用途別無線局数（九州）＞

平成20年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果

北海道 東北 関東 信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄

平成17年度 126,840 153,352 259,672 78,378 42,359 151,025 142,892 102,867 69,067 138,935 9,314 

平成20年度 115,209 135,718 246,597 68,185 36,513 133,350 127,077 88,006 59,552 117,958 8,918 
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（無線局数）

＜総合通信局別無線局数＞

６

【現状等】

・本周波数帯は消防用無線、防災無線、公共分野の自営無線、船舶通信システム、航空通信システム、放送（アナログテレビジョン、FM)等

の様々な重要な電波利用システムに利用されるとともに、アマチュア無線や簡易無線等にも広く利用されている。

・九州は有人離島が多く、空港の全国の約4分の1が九州管内に所在するため「航空・航空通信」の無線局が多く、全国比率で19.2％を占め

ている。

陸上・その他

【アマチュア無線等】

62,987局

陸上・自営（主に公共分野）

【消防用無線等】

22,065局

陸上・自営（公共分野以外）

【一般業務用無線等】

16,582局

陸上・防災

【市町村防災用同報無線等】

10,382局

海上・船舶通信【船舶無線】

1,927局

航空・航空通信【航空無線等】

1,735局

海上・その他

【衛星EPIRB等】

1,567局

陸上・放送事業

【放送連絡用無線】

1,172局

陸上・放送【アナログTV放送VHF等】

472局

その他

196局



【評価】

無線局数は減少傾向にあるものの、これらの電波利用システムの重要性から判断すると、適切に利用されていると認められる。

地上アナログTVの周波数利用（ＶＨＦ）

→地上ＴＶのデジタル化を推進し、地上アナログＴＶ廃止後の空き周波数（１～３ｃｈ、４～１２ｃｈ）を利用する新システムを導入する

ため、技術基準等 の制度整備を推進。

90MHz帯ＦＭページャーの廃止

→同帯域のＦＭページャーの開設局数は全国で０局であり、今後も開設される見込みがないことから当該システムに係る周波数

分配の削除等が適当。

150MHz帯簡易無線のデジタル方式の導入及び狭帯域化の推進

→山間部における需要を踏まえ、デジタル・狭帯域化し、アナログ方式を廃止していくことが望ましい。

150MHz帯の防災行政用無線の移行

→移行期限を設定していないこと及び自治体の財政状況を踏まえ、現在使用されている機器の更新時期に260MHz帯へ移行す

ることが適当。

150MHz帯の消防用無線の移行

→260MHz帯への移行を促進するとともに、150MHz帯を使用するアナログ方式の無線機器については、移行期限の平成28年5月

31日に向け、円滑なシステム移行を促進。

調査結果及び評価結果の概要 （周波数区分50MHz超222MHz以下）

平成20年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果

７



北海道 東北 関東 信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄

平成17年度 280 148 1,682 549 105 2,145 218 297 604 326 127 

平成20年度 614 251 6,352 1,204 441 4,784 1,085 602 931 392 94 
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（無線局数）

調査結果及び評価結果の概要 （周波数区分222MHz超335.4MHz以下）

＜用途別無線局数（九州）＞＜総合通信局別無線局数＞

【222MHz超 335.4MHz以下】

平成20年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果

【評価】

無線局数は増加傾向にあり、これらの電波利用システムの重要性から判断すると、適切に利用されていると認められる。

260MHz帯消防・防災無線への移行

→ 150MHz帯の消防・防災無線の移行・集約先であることから、無線局数は増加しており、今後も増加傾向は続く見込み。

280MHz帯ページャーへの割当ての見直し

→ 関東及び沖縄の一部の地域を除き、無線局が存在しない状況を踏まえ、 地域毎の周波数再編を行うことが適当。（九州管内０局）

陸上・自営無線のデジタル化の促進

→ 周波数の有効利用を図る観点から、デジタル化や狭帯域化を促進していくことが望ましい。

【現状等】

・本周波数帯は、防災無線、消防用無線、航空通信システム、公共分野の自営無線等の様々な重要な電波利用システムに利用されている。

・九州の無線局の増加率が低いのは、県防災無線や市町村防災無線等の防災行政用無線の260MHz帯デジタル無線への移行が遅れてい

るからである。

８

陸上・防災

【市町村防災用デジタル

無線等】
197局

航空・航空通信

【航空無線等】

159局

実験局等

25局

航空・測位【ILS】
11局



北海道 東北 関東 信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄

平成17年度 114,188 155,309 445,237 74,399 42,806 185,626 209,742 106,758 57,344 160,638 11,198 

平成20年度 111,477 149,821 473,325 68,011 39,438 177,451 212,847 106,269 55,743 150,428 11,227 
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（無線局数）

調査結果及び評価結果の概要 （周波数区分335.4MHz超770MHz以下）

【335.4MHz超 770MHz以下】

＜用途別無線局数（九州）＞
＜総合通信局別無線局数＞

平成20年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果

９

【現状等】

・本周波数帯は、防災無線、公共分野の自営無線、放送（アナログテレビジョン・デジタルテレビジョン）等、様々な重要な電波利用システ

ムに利用されるとともに、アマチュア無線、簡易無線、タクシー無線等にも広く利用されている。

・九州管内では400MHz帯の地域振興用周波数を使用した新たな「地域コミュニティ無線通信システム」の導入を平成20年7月から可能と

した。この無線通信システムは、地域住民のコミュニティ活動を支援し、地域の安心・安全の向上や地域の活性化、地域の振興に資する

ものと思われ、今後の需要の増加が見込まれる。

陸上・その他

【アマチュア無線等】

77,290局

陸上・自営（公共分野以外）

【タクシー用無線等】

40,425局

陸上・防災

【市町村防災用無線等】

13,703局

陸上・自営（主に公共分野）

【列車無線等】

12,759局
陸上・放送

【デジタルTV放送UHF等】

3,510局

海上・その他【衛星EPIRB等】

1,651局

陸上・放送事業

【放送連絡用無線等】

659局

航空・航空通信

【航空機用救命無線等】

293局

実験局等

136局

陸上・電気通信業務【電気通信業務

用デジタル空港無線電話通信等】

53局

その他

30局



調査結果及び評価結果の概要 （周波数区分335.4MHz超770MHz以下）

平成20年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果

【評価】

アマチュア局は大きく減少しているが、アマチュア局を除くとほぼ横ばいの状況にあり、これらの電波利用システムの重要性から判断する

と、適切に利用されているものと認められる。

地上アナログTVの周波数利用（ＵＨＦ）

→地上デジタルＴＶへの周波数再編（ １３～６２ｃｈ→１３～５２ｃｈ）を着実に実施するとともに、地上アナログＴＶ廃止後の空き周波数

（ ５３～６２ｃｈ）を利用する新システムを導入するため、技術基準等 の制度整備を推進。

350MHz帯マリンホーンの今後の運用の検討

→ 他システムによるマリンホーンの用途の代替等、今後の運用形態について検討していくことが望ましい。 （九州管内０局）

400MHz帯のアナログ方式の自営無線（タクシー用）の移行

→ タクシー無線の需要を吸収しつつ、平成28年5月31日のアナログ方式からデジタル方式への使用期限に向け、円滑なシステム移行

を促進。

400MHz帯の防災行政用無線の移行

→移行期限を設定していないこと及び自治体の財政状況を踏まえ、現在使用されている機器の更新時期に260MHz帯へ移行すること

が適当。

400MHz帯のアナログ方式の電気事業用無線の移行

→周波数の有効利用を図るため、平成23年5月31日のアナログ方式からデジタル方式への使用期限に向け、円滑なシステム移行を促進。

400MHz帯ＡＶＭサインポスト（無線標定陸上局）の廃止

→ 同帯域の開設局数は０局であり、今後も開設される見込みがないことから 当該システムに係る周波数分配の削除等が適当。

陸上・自営無線のデジタル化による狭帯域化の促進

→ 周波数の有効利用を図る観点から、現行のアナログ方式の無線機器は、デジタル化や狭帯域化を促進していくことが望ましい。

１０
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